
 

岡山県行政書士会 市民相談センターとは 

 市民のみなさんから、右のような行政手続きや民

事・家事・商事・刑事などに関連した相談事案が寄

せられた場合、国家資格者である行政書士が速やか

に相談に応じ支援することができる体制をつくる

ために岡山県行政書士会内に組織されたものです。 

この市民相談センターは、総合法律支援法に基づく

日本司法支援センター「法テラス」とそれに関係す

る各種団体等の活動に対しても連携協力する窓口

となります。 

具体的な相談日と相談場所、取り扱い内容について

は以下のとおりです。 

◎毎月第一水曜日 午後１時～午後４時 

  場 所：行政書士会館 

  テーマ：民事法務関係(相続・遺言)、土地関係、
建設業関係、自動車 

◎毎月第三月曜日 午後１時～午後４時 

  場 所：倉敷市市役所 

  テーマ：著作権関係、入管関係、遺言・相続 

◎毎月第四水曜日 午後１時～午後４時 

  場 所：岡山市役所 

  テーマ：著作権関係、入管関係、遺言・相続 

◎随時   出前無料相談会 

◎全士業合同無料相談会 

  日 時：毎年１月の中旬 

  場 所：岡山・倉敷・津山市役所 

「どこに相談しようか？」と迷ったら…… 

岡山県行政書士会 市民相談センターへ。 

「行政書士」は、頼れる街の法律アドバイザ

ー。法テラスとも連携し市民生活をサポート

します。 

市民相談センターでは、市民生活や法人活動

に伴う法的手続きなどに関連した市民法務

相談に応じています。 

（事 例） 

・ 相続手続をしたいのだけど？ 

・ 遺言書を作りたいのだけど？ 

・ 貸したお金を返してもらえない！ 

・ 離婚協議書を作成したいのだけど？ 

・ 契約書を作りたいのだけど？ 

・ 悪徳商法に引っかかったようなのだけど？ 

・ 内容証明郵便を送りたいのだけど？ 

・ 公正証書を作りたいのだけど？ 

・ 交通事故の示談書を作りたいのだど？ 

・ 自動車の車庫証明手続は？ 

・ 会社を作りたい！ 

・ 建設業許可を取りたい！ 

・ 飲食店を開店したい！ 

・ 農地を売りたいのだけど？ 

・ 自分の畑に家を建てたい！ 

・ 自分の著作物を保護したい！ 

・ 人の著作物を利用したいのだけど？ 

・ 成年後見制度ってどんなもの？ 

・ 告訴状・告発状を作成したいのだけど？ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著作権に関すること 

自分自身の著作物の保護につい

ての相談や、他人の著作物を利

用する場合の相談 

建設業に関すること 

建設業の新規許可及び更新手続

や、入札参加資格審査、経営規模

等評価、産業廃棄物の収集運搬許

可等に関する相談 

法人設立に関すること 

株式会社、宗教法人、医療法人、

福祉法人、ＮＰＯ法人等の他、

事業協同組合等の法人・組合の

設立に関する相談 

遺言・相続に関すること 

遺言書の作成、相続人や相続財

産の確定、遺産分割協議書の作

成等に関する相談 

土地利用に関すること 

農地の転用許可、開発行為許可、

国土法、道路法、河川法の手続等

に関する相談 

自動車に関すること 

自動車登録、車庫証明、運送業

許可等に関する相談 

国際業務に関すること 

外国人の入国・在留手続、国際

結婚、日本の国籍取得（帰化）

申請等に関する相談 

交通事故に関すること 

自賠責保険、任意保険の請求や、

示談書作成等に関する相談 

契約書等の作成に関すること 

各種契約書の作成や、内容証明の

作成、協議書の作成等に関する相

談 
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